
新旧対照表 

 

改正内容 改正後 現 行  
 

 

 

２０１２年版に変更 

 

 

ポリエチレンスリー

ブの上からを削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

年号を削除 

 

 

 

年号を削除 

文 字 の 長 さ を

120mm から 80mm

に変更 

第 16編 水道編 

１－１－３ 適用すべき諸基準 
水道施設設計指針・解説  （社）日本水道協会（２０１２年版） 
 
２－２－15 明示テープ 

１．明示テープは、地中に埋設する管の名称等を表示するものであり、埋

設管敷設後、埋戻し前に取り付けなければならない。 
２．明示テープの材質は、塩化ビニールテープとし、厚み 0.15mm 幅

50mm 以上とする。  
３．明示テープの寸法及び文字は、表２－１によるものとし、テープ明示

寸法は図２－１によるものとする。 
 

第 16編 水道編 

１－１－３ 適用すべき諸基準 
水道施設設計指針・解説  （社）日本水道協会（２０００年版） 
 
２－２－15 明示テープ 

１．明示テープは、地中に埋設する管の名称等を表示するものであり、埋

設管敷設後、埋戻し前にポリエチレンスリーブの上から取り付けなければ

ならない。 
２．明示テープの材質は、塩化ビニールテープとし、厚み 0.15mm 幅

50mm 以上とする。  
３．明示テープの寸法及び文字は、表２－１によるものとし、テープ明示

寸法は図２－１によるものとする。 
 


